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こんなとき 解決策 メリット

?土地や建物を売買するとき

?建物を増築したとき

?建物を建て替えたとき

土地や建物を売買するとき、境界や面積が明確でないと
大切な取り引きの大きな障害となることがあります。

家の増改築で床面積が変わった場合や、離れ
や車庫を新築したり、自宅の一部を店舗など
にした場合、屋根の葺き替えや木造に鉄骨で
補強する改築をした場合、また附属の建物を
取り壊した場合などは、建物表示変更登記を
します。
この登記には申請義務があり、変更があった
ときから 1ヶ月以内と定められています。増改築で家の構造や床面積が変わったり、車庫を建てた

場合、変更があったときから1ヶ月以内に申請する義務
があります。

家の建て替えをしたときは、新しい建物の登記と、前の建
物がなくなった登記を申請します。新しい建物の登記は新
築の日から、建物がなくなった登記はなくなった日から
1ヶ月以内に申請する義務があります。

登記を確認して、必要な手続をすることが肝要です。
土地の一部を売るためなど、一筆の土地を複数に分けるときは分筆登記を申請します。
また、実際の土地の面積と登記簿の面積が異なる場合には、地積更正登記を申請
して、登記の面積を正しいものに直します。（これは分筆登記に伴って行われるこ
ともあります）
一筆丸ごと売買するにしても、土地の区画が明瞭でないと、後日のトラブルの元にな
ります。
登記所の図面などをもとに調査・測量し、隣接地所有者の立会・確認を受けて、境界標
を設置し、境界確認書（筆界確認書）と筆界確認情報を示す図面を作成しておきましょう。
建物はそもそも登記されていないこともあります。そのときは建物表題登記を申請します。
登記されていても増改築したり、離れや物置を造ったりして、現在の状況と
登記の内容が違っていることもあります。そいうときは建物表示変更（更正）登記
を申請します。

家の建て替えをしたときは、新しい建物の登記＝建物表題登記と、前の建物
がなくなった登記＝建物滅失登記を申請します。
建物表題登記には実地に建物を計測して作成した「建物図面・各階平面図」、
所有権を証明する書面として「建築確認済証」と施工業者の「工事完了引渡
証明書」、所有者の「住民票抄本」などの書類が必要です。
建物滅失登記には、建物がなくなった原因を証明する書面として、取壊しな
ら取壊し業者の「家屋滅失証明書」、火災や災害が原因の場合は「罹災証明書」
などの書面を申請時に添付します。
どちらの登記も 1ヶ月以内に申請する義務が課されています。

登記を確認して、必要な手続をすることによって、
（1）境界トラブルの防止になります。 
登記がきちんとできていて地積測量図、筆界確認情報を示す図面があれば、境界が明確にな
り、売買後のトラブルの予防になります。

（2）財産の侵害防止になります。
地積測量図、筆界確認情報を示す図面に示された境界標によって、土地の範囲が第三者から
もわかるようになっていれば、侵害の予防になります。

（3）売買などの不動産取引がすばやく行えます。
土地や建物の登記がきちんとできていて、明確な図面があれば、売買を迅速に行うことができます。

（4）境界標がなくなったときにも安心です。
地積測量図、筆界確認情報を示す図面があれば、万一境界標がなくなっても、図面に基づい
て素早く正確に復元することができます。

（5）安心、安全な不動産取引につながります。
地積測量図、建物図面・各階平面図、筆界確認情報を示す図面は、正しい登記、正しい地図
の基礎となり、不動産登記制度を充実させ安全な不動産取引につながります。

増改築にあたって必要な手続をすることによって、
（1）銀行などの融資を受けられます。 
銀行などの融資を受けるときには、増改築の登記がきちんとできていて、建物図面・各階平
面図が登記所に備え付けられている必要があります。

（2）相続や売買なども迅速に行えます。
建物の登記がきちんとできていれば、相続の遺産分割協議や、売買などの取引もスムーズです。

（3）安心な暮らしにつながります。
建物の状況と登記が一致していることは、財産の保全となり、安心して住むことができます。

（4）不動産登記制度の充実になります。
登記所には鋭意整備を進めている建物所在図という備付図面があります。建物の変更を登記
することは、この図面の整備と正しい登記の基礎となり、不動産登記制度の充実につながります。

新しい建物を登記することによって、
（1）融資や売買などの取引をスムーズにし、
登記識別情報（権利書）を得ることで安心
して暮らすことができます。

以前の建物の登記をそのままにしておくと、
（2）存在しない建物に固定資産税が課せ
られるようなことも起きかねません。こう
したトラブルを未然に防ぐことができます。

どの場合も、その内容により必要な書類や手続が異なります。まずは専門家の土地家屋調査士にご相談ください。


